
 

 

【速度超過・交通加害事故防止について】 

 自動車を運転する上では、様々なリスクを意識した備えが必要ですが、通勤や公務において運転する機

会が多い教職員にあっては、その意識をより高める必要があります。無免許や無車検・無保険が許されな

いことは当然ですが、自動車運転に関する自らの状況について、高い説明責任が求められます。出退勤・

出張時に速度超過ならびに交通加害事故を未然に防止するために、「ゆとり」のある運転を心掛けてほしい

と思います。「ゆとり」のある運転のためには、「三つの１０」（１０分早めの出発、１０パーセント減速、

十分な車間距離）の実践が有効です。 

 

 

 

  

未然防止のポイント 

□ 出勤・退勤を急ぐ気持ちや目的地への集合時間までの到着を急いで焦る気持ちが原因となっているこ

とを踏まえ、出退勤をはじめ、私用での運転の際にもゆとりをもった出発時間を心掛けるようにする。 

□ 速度が出やすい場所を把握する。 

□ 速度超過について行政・刑事処分が重く設定されているのは、重大な結果をまねく事故を抑止するた  

めであることを理解する。 

□ 「摘発されない工夫」をするのではなく、制動距離や衝突時の衝撃への影響をよく理解する。 

□ 「ゆとり」のある出発を心がける。 

  ※「三つの１０」（１０分早めの出発、１０パーセント減速、十分な車間距離）の励行 

□ 「危険がないと思われる状況」でも注意を高める。 

  ※「だろう運転」ではなく「かもしれない運転」の励行 

□ 児童生徒等が運転する自転車に注意する。 
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